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ハノイ、2016 年 01月 14日 

 

許可書 
 

海外に労働者を派遣するサービス事業 

 

社会福祉傷病兵労働省大臣 
 

- 2006年 11月 29 日付外国における労働契約のあるベトナム労働者に向け法律に基づく； 

- 外国における労働契約のあるベトナム労働者に向け法律の詳細規定及び説明に関する 2007 年

8月 1 日付政府政令 No.126/2007/NĐ-CP に基づく； 

- 外国における労働契約のあるベトナム労働者に向け法律の詳細説明に関する 2007 年 10 月 8 

日付の社会福祉傷病兵労働省の通達 No.21/2007/TT-BLĐTBXH 及び外国における労働契約のあ

るベトナム労働者に向け法律の詳細規定及び説明に関する 2007 年 8 月 1 日付政府政令

No.126/2007/NĐ-CP に基づく； 

- VILEXIM輸出入及び投資協力株式会社の社長及び外国労働者局長の申し込みを審査して、 
 

決定： 
 

第 1 条 ：下記の VILEXIM 輸出入及び投資協力株式会社が外国に労働者の派遣サービスを営業

することを許可します。 

取引先名：VILEXIM Import – Export and Co-operation Investment Joint Stock Company 

(VILEXIM) 

経営登録証明書番号：0100107035 

発行日：2005年 01 月 07日、 第 9回変更登録：2015年 08月 10日  

発行所：ハノイ市計画投資局 

本社の住所：ハノイ市、Thanh Xuan区、Phuong Liet坊、Giai Phong 通り、170号 

電話：（84-4）39721118                    ファックス：（84-4）38694168  

      VILEXIMに労働者海外派遣事業を許可する。 

 

   第 2 条 :  VILEXIM輸出入及び投資協力株式会社は海外に労働者の派遣に関する現行法律・ 

   規則を厳守する責任を持つこと。 

   

 第 3 条 :  本許可書はサインした日に有効となる。 

 大臣の代表 

   次官 

   （捺印済、署名済） 
 

 

     Doan Mau Diep 
 

訳文 


